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Ⅰ．審査の結果 

 

日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業の変更許可申請に

関し、同社が提出した「再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申請書及び同添

付書類」（平成２２年１０月２０日付け申請、平成２３年１月２０日付け一部補

正、平成２４年１月６日付け一部補正）に基づき審査した結果、当該申請は、「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規制

法」という。）第５１条の５第３項において準用する同法第５１条の３第１項第

３号の基準に適合しているものと認められる。 
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Ⅱ．変更申請内容 

日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業の変更許可申請に

関し、同社が提出した「再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申請書及び同添

付書類」（平成２２年１０月２０日付け申請、平成２３年１月２０日付け一部補

正、平成２４年１月６日付け一部補正）によれば、本変更申請の内容は以下の

とおりである。 

 

１．固型物収納体及び低レベル放射性廃棄物ガラス固化体を受入れ・貯蔵する

ための設備変更 

廃棄物管理施設において廃棄物管理を行う放射性廃棄物の種類として、新た

に、使用済燃料の再処理に伴い発生する燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端

末片等を圧縮してステンレス鋼製容器に封入したもので以下の仕様を満たし、

仏国のＡＲＥＶＡ ＮＣ社から我が国の電力会社に返還されるもの（以下、「固

型物収納体」という。）及び使用済燃料の再処理に伴い発生する低レベル放射

性液体廃棄物をステンレス鋼製容器にほうけい酸ガラスを固化材として固型

化し、放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないもので以下の仕様を満た

し、仏国のＡＲＥＶＡ ＮＣ社から我が国の電力会社に返還されるもの（以下、

「低レベル放射性廃棄物ガラス固化体」という。）を追加する。 

 

        固型物収納体 

         寸  法 ： 外径 約 430ｍｍ 

                高さ 約 1,340ｍｍ 

         質  量 ： 最大 850ｋｇ／本 

         容器材質 ： ステンレス鋼 

         容器肉厚 ： 約５ｍｍ 

         発 熱 量     ： 最大 90Ｗ／本 

 

        低レベル放射性廃棄物ガラス固化体 

         寸  法 ： 外径 約 430ｍｍ 

                高さ 約 1,340ｍｍ 

         質  量 ： 最大 550ｋｇ／本 

         容器材質 ： ステンレス鋼 

         容器肉厚 ： 約５ｍｍ 

         発 熱 量     ： 最大 90Ｗ／本 
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数量  2,880 本(最大管理能力) 

放射性廃棄物の種類ごとの最大管理能力 

ガラス固化体            ：最大 2,880 本 

固型物収納体            ：最大 632本       

低レベル放射性廃棄物ガラス固化体  ：最大   28本       

ただし、ガラス固化体、固型物収納体及び低レベル放射性廃棄物ガラス

固化体(以下、「ガラス固化体等」という。)を合わせて 2,880 本(最大管理

能力)を超えない。 

 

放射性物質の種類ごとの放射能濃度 

固型物収納体 

アルファ線を放出する放射性物質                ：最大 6.2×1012Ｂｑ／本 

アルファ線を放出しない放射性物質：最大 7.4×1014Ｂｑ／本 

低レベル放射性廃棄物ガラス固化体 

アルファ線を放出する放射性物質                ：最大 6.2×1012Ｂｑ／本 

アルファ線を放出しない放射性物質：最大 7.4×1014Ｂｑ／本 

 

これらの放射性廃棄物を受入れ・貯蔵するに当たり、以下の変更を行う。な

お、固型物収納体及び低レベル放射性廃棄物ガラス固化体(以下、「固型物収納

体等」という。)は、ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟に貯蔵する。 

 

(1) 廃棄物管理施設の構造及び設備 

廃棄物管理を行う放射性廃棄物の追加に伴い、廃棄物管理施設の主要な設

備に関する変更はない。 

ただし、固型物収納体からのクリプトンを測定するために閉じ込め検査装

置の変更、排気中のクリプトンを監視するために排気モニタリング設備とし

てガスモニタの追加設置等を行う。 

なお、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象となる施設は、改訂

された発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成１８年９月１９日

原子力安全委員会決定）（以下、「新耐震指針」という。）等に基づく耐震設

計とする。 

 

(2) 廃棄の方法 

固型物収納体等は、収納する貯蔵ピットに、合計９ｋＷ以上のガラス固化

体を収納した収納管が存在する状態又はこれと同等な冷却能力となる状態

で収納する。 



 

- 4 - 
 

固型物収納体については、収納する位置において、貯蔵期間中の容器内の

水素濃度の評価値が４vol％を超えないことを確認し、収納・管理する。 

また、収納管１本当たりの収納本数を最大４本とし、封入物のないステン

レス鋼製容器（以下、「位置決めキャニスタ」という。）を収納管最下段に置

き、その後、固型物収納体と位置決めキャニスタを交互に収納し、最終的な

処分がされるまでの間、管理する。 

低レベル放射性廃棄物ガラス固化体については、収納管１本当たりの収納

本数を最大９本となるように収納し、最終的な処分がされるまでの間、管理

する。 

 

２．固体廃棄物貯蔵設備の最大保管廃棄能力の向上 

放射性廃棄物の管理に伴って発生した固体廃棄物の量を考慮し、保管廃棄施

設の最大保管廃棄能力を向上させ、200 ℓドラム缶換算で約 2,000 本とする。 

 

３．敷地の面積・形状の変更 

隣接する核燃料物質使用施設の周辺監視区域との一元化等の観点から、敷地

の面積及び形状を変更する。敷地面積は約 390 万 m2 とする。 
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Ⅲ．審査の方針 

１．審査の基本方針 

審査においては、日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業

の変更について、原子炉等規制法第５１条の５第３項において準用する同法第

５１条の３第１項第３号に定める許可の基準に適合していることを判断する

ため、変更後においても所要の安全設計等がなされていることを、その基本的

事項について確認することとした。 

 

２．審査方法 

(1) 審査は、申請者が提出した「再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申請書

及び同添付書類」(平成２２年１０月２０日付け申請、平成２３年１月２０

日付け一部補正、平成２４年１月６日付け一部補正)に基づき行うこととし

た。 

(2) 審査に当たっては、法令で定める基準等に基づくとともに、原子力安全

委員会が定めた「廃棄物管理施設の安全性の評価の考え方」(平成元年３月)

に基づき以下の指針を用いることとした。 

①「核燃料施設安全審査基本指針」（昭和５５年２月、平成１３年３月一部

改訂） 

②「再処理施設安全審査指針」（昭和６１年２月、平成２２年１２月一部  

改訂） 

(3) また、以下の指針を参考として用いることとした。 

①「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和５７年１月、  

平成１３年３月一部改訂） 

②「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成１８年９月） 

③「発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引き」(平成２２

年１２月) 

(4) その他、「「日本原燃株式会社再処理施設及び特定廃棄物管理施設の「耐震

設計審査指針」等に照らした耐震安全性評価の確認結果について」に対す

る見解」（平成２２年１２月原子力安全委員会決定）、及び、「日本原燃株

式会社再処理事業所における核燃料物質の加工の事業の許可申請に係る

安全性について」（平成２１年１２月経済産業省）等先行原子力施設の審

査経験等も参考とすることとした。 
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Ⅳ．審査の内容 

 

本廃棄物管理の事業の変更許可申請を審査した結果は、以下のとおりである。 

 

Ⅳ－１．本変更における設備変更等について 

１．基本的立地条件 

地すべり、陥没、高潮等の自然現象、風向等の気象、及び、地下水等の水理

等の自然環境並びに飛来物等の社会環境の状況は、従来と比較して有意な変化

はないと認められることから、廃棄物管理施設に係る配置を含む安全設計の妥

当性の判断及び各種の評価に用いることが適切であるとする従来の判断を変

更する必要はない。 

 

したがって、廃棄物管理施設の立地地点及びその周辺の自然環境及び社会環

境は、安全確保上支障がないものであり、また、調査結果を施設の設計等に用

いることは適切であると判断する。 

 

２．平常時の線量評価 

2.1 放射性物質の環境への放出による線量 

(1) 放射性物質の放出量の設定 

ガラス固化体を冷却する空気中に生成される放射化生成物である放射性

アルゴンは、冷却空気出口シャフトの排気口から環境へ放出される。放射性

アルゴンの放出量は、変更後の廃棄物管理施設の最大管理能力である 2,880

本のガラス固化体が貯蔵ピットの収納管に収納されている状態を考慮して

計算されている。本変更申請において、新たに貯蔵する廃棄体として固型物

収納体等が追加されるが、既に許可されたガラス固化体のみを貯蔵した場合

の放出量の評価値を上回ることはないとしている。 

また、受入れ時の検査を完了して貯蔵ピットの収納管に収納した固型物収

納体等から放射性物質が放出されることは考え難いが、固型物収納体等の受

け入れ時の閉じ込め検査における測定能力を考慮し、放射性ルテニウム、放

射性セシウム及び放射性クリプトンが収納管の排気中に含まれ、ガラス固化

体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口から放出されると仮定して、保守的に評

価している。なお、放射性ルテニウム及び放射性セシウムの評価については、

ガラス固化体のみを貯蔵した場合の放出量の評価値を上回ることはないと

しており、本変更においては、放射性クリプトンの評価を追加している。 

評価の結果、ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口における放射

性クリプトンの推定年間放出量は 1.2×1011 Bq としている。 
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放出量の設定については、適切な計算方法及び計算条件により行われてい

るとともに、その考え方も妥当と認められる。 

(2) 敷地境界外における空気中の放射性物質の濃度 

(1)の放出量をもとに、冷却空気出口シャフトの排気口及びガラス固化体

受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口における放射性物質の濃度を計算している。

その結果、放射性クリプトンは約 9.8×10-5 Bq/cm3であり、法令に定める周

辺監視区域外の空気中の濃度限度と比較すると百分の一以下で、十分に小さ

いとしている。 

さらに、排気口から放出された放射性物質は、大気中の拡散により敷地境

界外では更に希釈されるため、敷地境界外における空気中の放射性物質の濃

度を「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の基本拡散式を用い

て計算している。なお、敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているの

で、周辺監視区域外の計算結果を敷地境界外の計算結果として扱っている。 

変更後の廃棄物管理施設の周辺監視区域外における年平均地表空気中濃

度は、放射性クリプトンについては、排気口からＷ方向約 890ｍの地点で最

大となり、その時の濃度は約 2.8×10-9 Bq/cm3で、法令に定める周辺監視区

域外の空気中の放射性物質の濃度限度と比較すると一千万分の一以下と極

めて小さい。また、放射性アルゴン、放射性ルテニウム及び放射性セシウム

については、(1)のとおり、ガラス固化体貯蔵時の評価を上回ることはなく、

法令に定める周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度限度と比較する

と、放射性アルゴンが五万分の一以下、放射性ルテニウム及び放射性セシウ

ムが一千万分の一以下であり、極めて小さい。 

このため、周辺監視区域外における空気中の放射性物質の濃度は、新たに

放出を考慮した放射性クリプトンの濃度を含めても極めて小さいことから、

変更後の廃棄物管理施設からの気体廃棄物の放出に係る一般公衆の線量は

無視できるとしている。 

以上の敷地境界外における空気中の放射性物質の考慮は、妥当なものと認

められる。 

 

2.2 直接線及びスカイシャイン線による線量 

本変更における廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイン線による

線量評価については、既に許可されたガラス固化体のみを貯蔵した場合の線源

の線量を上回ることはないことから、変更後の廃棄物管理施設からの直接線及

びスカイシャイン線による周辺監視区域外の一般公衆の実効線量及び皮膚の

等価線量の最大となる値は、いずれも年間約 8×10-3 mSv であり、既許可の値

からの変更はないとしている。 
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  以上の直接線及びスカイシャイン線による線量評価は、妥当なものと認め

られる。 

 

2.3 線量評価結果 

変更後の廃棄物管理施設からの放射性物質の放出に係る線量は、新たに放出

が追加となる放射性クリプトンの考慮を含め、無視できると評価しており、直

接線及びスカイシャイン線による敷地境界外の実効線量及び皮膚の等価線量

は、既許可のものを変更する必要はなく、法令に定める周辺監視区域外におけ

る線量限度を下回っている。 

 

以上のことから、変更後の廃棄物管理施設の平常時の線量評価は、妥当なも

のと判断する。 

なお、本変更において、事業所の敷地が南側に拡大されているが、本評価に

影響を与えるものではない。 

 

３．安全評価 

(1) 放射性物質を外部に放出する可能性のある事象は、固型物収納体等の閉じ

込めの機能に異常をきたす事象である。本変更では固型物収納体等を管理対

象として追加することが計画されており、その取扱い及び貯蔵管理方法は従

来よりも複雑になると考えられる。ただし、これに伴うリスクの増大に対す

る適切な対策を強化することを前提に、申請者は、固型物収納体等の閉じ込

めの機能に異常をきたす可能性のある事象として、ガラス固化体と同様、固

型物収納体等の落下等、固型物収納体等の容器の劣化及び電源喪失について

検討するとともに、それに加えて、固型物収納体に固有の事象である容器内

の水素の爆発について検討している。その結果、本変更において、適切な安

全設計・安全対策を講じていることから、固型物収納体等の閉じ込めの機能

に異常をきたす事象の発生は工学的に見て考えられず、一般公衆に影響を及

ぼすような異常の発生及び波及・拡大に至る事象は考えられないとしている。 

 

(2) なお、上記のように本施設においては放射性物質を外部に放出する可能性

のある事象の発生は考えられないとしているが、本施設の特質に鑑み、上記

の検討事象のうち、技術的にみて発生した場合最も厳しい影響を及ぼすこと

が考えられる事象として固型物収納体が何らかの原因で落下し破損する事

象を仮に想定することによって、代表してその影響に係る評価を行っている。 

評価は、固型物収納体の落下に伴い、貫通欠陥部から容器内気相中の放射

性物質の全量及び圧縮ディスクに閉じ込められていた微粉の一部が放出さ
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れ、その一部が空気中へ移行し、さらに、建物を通じて大気中に放出される

ものとしている。 

評価の結果、放射性物質の吸入に伴う内部被ばくによる敷地境界外での実

効線量の最大値は約 2.7×10-5 Sv としている。 

以上の計算条件は、文献等に基づき適切に設定されており、大気拡散条件

は「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従っている。 

 

したがって、本変更において、適切な安全設計・安全対策を講じることによ

り、固型物収納体等の閉じ込めの機能に異常をきたす事象の発生は考えられな

いとしていること、また、最も影響が厳しい事象として固型物収納体が落下し、

破損する事象を想定したとしても、敷地境界外での実効線量の最大値が小さい

としており、このような事象が発生した場合であっても、その影響は変更前に

比べて著しく増大することはないと考えられることから、本変更における安全

評価は、妥当なものと判断する。 

 

４．閉じ込めの機能 

固型物収納体は、放射性物質をステンレス鋼製の容器内に封入、低レベル放

射性廃棄物ガラス固化体は、放射性物質を固化ガラス及びステンレス鋼製の容

器内に閉じ込めている。さらに、固型物収納体等を収納管の内部に収納し、直

接冷却空気に接しないようにすることにより、固型物収納体等のステンレス鋼

製容器の腐食を防止している。 

また、収納管排気設備による収納管内の負圧維持及び収納管排気設備の入口

圧力の監視、換気設備により固型物収納体等を取り扱う室を清浄区域より負圧

に維持する構造であることは、既許可のガラス固化体受入れ・貯蔵時と変更は

ないとしている。 

 

したがって、放射性物質を収納する系統及び機器は、放射性物質が漏えいし

難い構造であると認められることから、本変更後においても閉じ込めの機能に

係る設計は、妥当なものと判断する。 

 

５．放射線しゃへい 

本変更のしゃへい設計に当たっては、固型物収納体等の１本当たりのガン

マ線及び中性子線の線源強度が、既許可のガラス固化体の線源強度より低く、

外部放射線に係る線量当量率がこれまでの評価を上回ることはないこと、固

型物収納体等の受入れ・貯蔵作業が、既許可のガラス固化体と同様の搬送ル

ート・方法で行われること、放射線業務従事者の立ち入る場所についても変
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更がないこと、基準線量率はしゃへい区分に応じて適切に設定されており、

変更がないこと等から、これまでのしゃへい設計で対応可能としている。 

 

したがって、本変更後においても放射線しゃへいに係る設計は、妥当なもの

と判断する。 

 

６．放射線被ばく管理 

本変更における放射線被ばく管理に係る設計及び対策については、固型物収

納体等の受入れ・貯蔵作業が、既許可のガラス固化体と同様の搬送ルート・方

法で行われること、固型物収納体等がガラス固化体と同様に、閉じ込め性を有

していること、固型物収納体等１本当たりのガンマ線及び中性子線の線源強度

が、ガラス固化体の線源強度よりも小さく、外部放射線に係る線量率がこれま

での評価を上回ることはないこと等から、既許可の放射線被ばく管理に係る設

備、運用等で対応可能であり、放射線被ばく管理に係る設計及び対策を変更す

る必要はないとしている。 

 

したがって、本変更後においても、既設の放射線被ばく管理に係る設計及び

対策は、妥当なものであると判断する。 

 

７．放射性廃棄物の放出管理 

本変更における放射性廃棄物の放出管理については、固型物収納体等がガラ

ス固化体と同様に、閉じ込め性を有していること、それらの線源強度がガラス

固化体に比べ小さく、外部放射線量に係る線量率がこれまでのガラス固化体の

場合のものを上回ることがないこと等から、廃棄物管理施設から環境へ放出さ

れる放射性物質の濃度は極めて低く、気体廃棄物の放出に係る一般公衆の線量

は無視できるとしている。 

また、固型物収納体の閉じ込め性が万一喪失した場合を考慮して、放射性ク

リプトンを測定・監視するためのガスモニタを追加するとともに、トリチウム

の捕集・測定ができるようトリチウム捕集装置を追加設置するとしている。 

さらに、貯蔵ピットに固型物収納体等を貯蔵した場合の冷却空気中の放射化

生成物が環境へ放出される量は、ガラス固化体を全量貯蔵した場合に比べ小さ

く、監視対象核種に変更がないことから、既許可の排気モニタリング設備によ

り監視可能であるとしている。 

 

したがって、本変更後においても放射性廃棄物の放出管理に係る設計及び対

策は、妥当なものと判断する。 
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８．貯蔵等に対する考慮 

本変更における放射線しゃへいについては、「５．放射線しゃへい」におい

て審査していることから、ここでは固型物収納体等の貯蔵時の冷却に対する考

慮並びに放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の保管廃棄に対する考慮に

ついて審査を行う。 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の貯蔵ピットは、ガラス固化体等が冷却空気と直

接接触しないように収納管の内部にガラス固化体等を収納し、ガラス固化体等

から発生する熱量に応じて生じる通風力によって、収納管外面及び通風管内面

で形成する円環流路を流れる冷却空気でガラス固化体等を間接的に冷却する

構造としている。収納管及び通風管は、耐食性を考慮した設計であるとしてい

る。また、貯蔵ピットの冷却空気は、冷却空気入口シャフトから貯蔵区域内の

下部プレナムに流入させ、円環流路及び貯蔵区域の上部を通って冷却空気出口

シャフトの排気口から放出させるとしている。冷却空気入口シャフト及び冷却

空気出口シャフトの開口部には、異物の侵入を防止する措置を講じ、貯蔵区域

の天井及び側壁のコンクリートの長期健全性を確保するために、適切に断熱又

は除熱を行う設計であるとしている。また、冷却空気が流れていることを確認

するために、冷却空気入口シャフト、冷却空気出口シャフトにおける冷却空気

温度及び円環流路出口における冷却空気温度を測定できる構造であるとして

いる。 

固型物収納体等の管理の方法については、合計９ｋＷ以上のガラス固化体

を収納した収納管が存在する状態、又はこれと同等の冷却能力となることを評

価した上で、固型物収納体等を貯蔵ピットに収納し、管理するとしている。 
このうち、固型物収納体については、発熱量が最大 90Ｗ／本としており、

また、収納管１本当たりの収納本数を最大４本、収納管最下段に位置決めキャ

ニスタを置き、固型物収納体と位置決めキャニスタとを交互に収納することを

貯蔵条件としている。 

収納に先立ち、固型物収納体の発熱量、及びガラス固化体等が収納されてい

る収納管の位置を踏まえた収納計画を策定し、固型物収納体を収納する収納管

を選定するとしている。この際、選定した収納管に収納したときの当該固型物

収納体の中心温度とガラス固化体等から当該固型物収納体が受けるガンマ線

の吸収線量率を評価し、貯蔵期間中の容器内の水素濃度が４vol％を超えない

と評価されていることを確認するとしている。なお、固型物収納体を貯蔵して

いる貯蔵ピットにガラス固化体又は低レベル放射性廃棄物ガラス固化体を収

納する際にも、既に貯蔵した固型物収納体に対して同様の確認を行うとしてい

る。 

固型物収納体貯蔵時の冷却評価については、発熱量 90Ｗの固型物収納体が
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収納管最上段（８段目）に存在し、最上段以外は発熱がない状態、及び、周囲

をガラス固化体に囲まれた最も厳しい状態で固型物収納体の冷却を評価して

おり、この時最も高温となる最上段の固型物収納体の温度の計算値は、外気温

を 29℃とすると、表面で約 75℃、中心部で約 140℃になるとしている。 

また、４本収納した固型物収納体の最下部の容器に発生する応力は、最大で

約 70 N/mm2 と小さく、固型物収納体の貯蔵時の容器温度はクリープが問題に

なる温度領域より低いことから、強度上問題ないと評価している。さらに、空

気による固型物収納体の容器の腐食量は長期間の貯蔵を考慮してもわずかで

あり、材料強度上問題とはならないと評価している。 

一方、低レベル放射性廃棄物ガラス固化体は、発熱量が最大 90Ｗ／本とし

ており、収納管１本当たりの収納本数を最大９本となるようにすることを貯蔵

条件としている。 

低レベル放射性廃棄物ガラス固化体貯蔵時については、発熱量 90Ｗの低レ

ベル放射性廃棄物ガラス固化体が収納管最上段（９段目）に存在し、最上段以

外は発熱がない状態、及び周囲をガラス固化体に囲まれた最も厳しい状態で低

レベル放射性廃棄物ガラス固化体の冷却を評価しており、この時最も高温とな

る最上段の低レベル放射性廃棄物ガラス固化体の温度の計算値は、外気温を

29℃とすると、表面で約 95℃、中心部で約 105℃になるとしている。 

また、９段積みの最下段の低レベル放射性廃棄物ガラス固化体の容器に発生

する応力は最大で約 60 N/mm2 と小さく、貯蔵時の低レベル放射性廃棄物ガラ

ス固化体の容器温度はクリープが問題になる温度領域より低いことから、強度

上問題ないと評価している。さらに、固化ガラス及び空気による低レベル放射

性廃棄物ガラス固化体の容器の腐食量は長期間の貯蔵を考慮してもわずかで

あり、材料強度上問題とはならないと評価している。 

 

収納管に低レベル放射性廃棄物ガラス固化体を９本、又は固型物収納体を４

本及び位置決めキャニスタを４本収納したときに収納管に加わる荷重につい

ては、ガラス固化体９本収納時と同等又は小さく、結果として収納管に加わる

応力はガラス固化体を９本収納した時と同等又は小さくなるとしている。 

 

これらの評価は、保守的な計算方法及び計算条件により行われており、妥当

なものであると認められる。 

したがって、本変更における貯蔵ピットでの固型物収納体等の貯蔵時の冷却

等に対する考慮は、妥当なものであると認められる。 

また、放射性液体廃棄物については、今回の変更により放射性液体廃棄物の

発生量が約 0.05 m3/年増加して約 0.25 m3/年となるが、現在の廃水貯槽の貯
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蔵量が０ m3 であることから、変更後の放射性液体廃棄物は、既許可の廃水貯

槽にて十分に管理できるとしている。 

このことから、変更後の放射性液体廃棄物の発生量を考慮しても、既設の廃

水貯槽は約５年分以上の貯蔵容量を有するとしている。 

したがって、本変更における放射性液体廃棄物の貯槽管理については、妥当

なものと判断する。 

 

放射性固体廃棄物については、本変更において固体廃棄物貯蔵設備の保管廃

棄能力の向上を図ることにより、既許可の固体廃棄物貯蔵設備は、予想される

固体廃棄物の発生量に対して十分な貯蔵容量を有する設計であるとしている。 

このことから、変更後の固体廃棄物の発生量を考慮しても、最大保管廃棄能

力向上後の固体廃棄物貯蔵室は約５年分以上の貯蔵容量を有するとしている。 

したがって、固体廃棄物貯蔵設備の貯蔵容量は、妥当なものと判断する。 

 

以上のことから、本変更後においても廃棄物管理施設の貯蔵等に対する考慮

は、妥当のものと判断する。 

 

９．放射線監視 

本変更における管理区域内の放射線監視については、固型物収納体等の受入

れ・貯蔵作業が、既許可のガラス固化体と同様の搬送ルート・方法により行わ

れること、固型物収納体等がガラス固化体と同様に閉じ込め性を有するととも

に、それらの線源強度がガラス固化体に比べ小さく外部放射線量に係る線量率

がこれまでのガラス固化体の場合のものを上回ることがないことから、既許可

の屋内モニタリング設備等（エリアモニタ、ダストモニタ、放射線サーベイ機

器）にて、管理区域内の放射線監視が行えるとしている。また、換気筒及び冷

却空気出口シャフトにおける放射線監視については、既許可の排気モニタリン

グ設備及び試料分析設備により放射線監視がなされるとともに、ガラス固化体

受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタについて、固型物収納体の閉じ込め性が万一喪

失した場合を考慮して、放射性クリプトンを測定・監視するためのガスモニタ

を追加するとともに、トリチウムの捕集・測定ができるようトリチウム捕集装

置を追加設置するとしている。周辺環境における放射線監視についても、既許

可の環境モニタリング設備を利用できるとしている。 

 

したがって、本変更後においても放射線監視に係る設計は、妥当なものと判

断する。 
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Ⅳ－２．耐震関係について 

本変更申請においては、廃棄物管理を行う放射性廃棄物の追加に伴い、廃棄

物管理施設の主要な設備に関する変更はない。 

ただし、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象となる施設は、新耐

震指針等に基づく耐震設計とするとしている。 

このため、廃棄物管理施設のうち、平成１８年９月１９日以降に変更の許可

の対象となる施設については、新耐震指針及び再処理施設安全審査指針の「地

震に対する考慮」により要求されている基準地震動の策定、耐震設計方針、耐

震設計上の重要度分類等について、その妥当性の検討を行った。 

このうち、基準地震動の策定については、新耐震指針に基づく「「日本原燃株

式会社再処理施設及び特定廃棄物管理施設の「耐震設計審査指針」等に照らし

た耐震安全性評価の確認結果について」に対する見解」（平成２２年１２月原子

力安全委員会決定）、及び、「日本原燃株式会社再処理事業所における核燃料物

質の加工の事業の許可申請に係る安全性について」（平成２１年１２月経済産業

省）と同様の内容であることの確認を行った。 

 

１.地盤・地震動 

本廃棄物管理施設では、「Ⅳ－２．２. 地震に対する考慮」に示されるよう

に耐震設計上の重要度分類がＳクラスの施設を有することから、敷地周辺の地

質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用

期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与

えるおそれがあると想定することが適切な地震動（以下、「基準地震動ＳＳ」

という。）を策定することが新耐震指針上要求される。 

この基準地震動ＳＳは「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震

源を特定せず策定する地震動」について、敷地における解放基盤表面における

水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することが要求される。 

これらの要求事項に対して申請者が行った検討内容は、以下のとおりである。 

 

1.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、敷地周辺の活断

層の性質、過去及び現在の地震発生状況等を考慮し、さらに地震発生様式等に

よる地震の分類を行った上で、敷地に大きな影響を与えると予想される地震

（以下、「検討用地震」という。）を複数選定し、それらの地震ごとに応答スペ

クトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価の

双方を実施することが要求される。 
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(1) 過去及び現在の地震発生状況等から考慮すべき地震 

過去及び現在の地震発生状況等から、耐震設計において考慮すべき地震を

選定し、さらに地震発生様式等による地震の分類を行うためには、地震資料

や敷地における地震観測記録等を基に、過去又は現在において敷地又はその

周辺に影響を与えた、若しくは与えると考えられる地震を調査することが要

求される。 

① 地震資料 

地震の選定及び分類に当たって使用する地震資料は、マグニチュード、

震央位置、震源深さ、被害状況、地震発生様式等可能な限りの情報が網

羅されていることが要求される。 

敷地、敷地近傍及び敷地周辺の地震の選定及び分類に当たって使用し

ている地震資料は、既往の地震資料を基に数々の研究成果を取り入れて

編集されたもの、気象庁が発表した最新のデータに基づくもの、あるい

は地震調査研究推進本部や中央防災会議等が公表した最新の知見に基づ

くものであるとしている。 

なお、一般に地震資料間で地震諸元等に差異があることを考慮し、敷

地に与える影響については、上記以外の地震資料に基づく過去の被害地

震についても検討している。 

② 過去及び現在の地震発生状況等から考慮すべき地震の選定及び分類 

地震の評価については、敷地又はその周辺に影響を与えた地震を調査

し、敷地に影響を与えた、又は与えたと考えられる過去の地震及び敷地

に影響を与えるおそれのある地震を適切に選定していること、及びそれ

らの地震規模等の想定が妥当であることが要求される。 

敷地に影響を与えた、又は与えたと考えられる過去の地震の選定に当

たっては、地震のマグニチュード、震央位置、被害状況等について、上

記①の地震資料に基づき、震央が敷地から約 200km 以内の範囲の地震を

対象に、敷地付近での気象庁震度階級、あるいは、敷地付近での気象庁

震度階級がないものはマグニチュードと震央距離の関係図から震度区分

を行い、地震を選定している。 

選定した地震に対して地震調査研究推進本部の知見や地震による被害

状況等を用いた検討を行い地震発生様式等に分類している。 

また、敷地に影響を与えるおそれのある地震の選定に当たっては、地

震発生様式等による特性や観測データ数等を考慮し、約 200km 以遠の範

囲も含め考慮すべき地震を選定している。 

選定に当たっては、過去の被害地震より、家屋等に被害が発生すると

されている気象庁震度階級５弱（1996 年以前は気象庁震度階級Ⅴ）程度
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以上を敷地に与えたと考えられる地震を選定している。 

以上において選定された地震を、過去及び現在の地震発生状況等から

考慮すべき地震としている。これらの地震は、地震発生様式等、地震規

模、震央位置とその震度分布及び被害状況等の検討、並びに地震発生様

式等の特性や観測データ数等を踏まえた検討をして抽出されている。 

 

(2) 考慮すべき活断層 

① 調査 

耐震設計上考慮する活断層は、第四紀後期更新世以降の活動が否定で

きないものとし、地形学・地質学・地球物理学的手法等を総合した十分

な活断層調査を行って認定することが要求される。 

海域を含む敷地周辺に存在する活断層については、その位置、形状、

活動性等の状況を把握するため、敷地からの距離に応じて既存文献の調

査や、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査等を適切に

組み合わせて十分な調査を実施し、特に敷地近傍においては、精度の高

い詳細な調査を実施することが要求される。 

陸域については、「新編日本の活断層－分布図と資料」（活断層研究会

編、1991）等関連の文献及び地震調査研究推進本部の活断層に関する知

見があり、敷地を中心とする半径約 30km の範囲及びその周辺の陸域にお

いては、これらの文献等、空中写真判読等による地形調査及び地表地質

調査の結果により、特に半径約５km の範囲においては、さらに詳細な地

表地質調査に加え、重力探査や反射法地震探査を実施し、敷地周辺の断

層の性状及び第四紀後期更新世以降の活動性を検討している。 

また海域については、「20 万分の１八戸沖海底地質図及び説明書」（工

業技術院地質調査所、1978）等があり、敷地を中心とする半径約 30km の

範囲及びその周辺の海域において、これらの文献と、申請者が実施した

海上ボーリング及び音波探査結果並びに電気事業者の音波探査の結果を

用いた解析により、敷地周辺の断層の性状及び第四紀後期更新世以降の

活動性を検討している。 

② 敷地周辺の地質 

敷地周辺の陸域の地質については、先新第三系としては、東岳
あずまだけ

・八幡
はちまん

岳
だけ

地域に分布する立石
たていし

層が、新第三系中新統としては、同地域に分布する

和田
わ だ

川
がわ

層、小坪川
こ つ ぼ が わ

層、松倉山
まつくらやま

層及び市
いち

ノ
の

渡
わたり

層、吹
ふっ

越
こし

地域に分布する猿ヶ森
さ る が も り

層、泊
とまり

層及び蒲
がま

野沢
の さ わ

層、並びに六ヶ所
ろ っ か し ょ

地域に分布する泊層及び鷹架
たかほこ

層が

あるとしている。新第三系鮮新統～第四系下部更新統としては、吹越地

域から六ヶ所地域にかけての丘陵地及び台地に広く分布する砂子
す な ご

又
また

層が
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あるとしている。砂子又層は、下位の泊層、小坪川層、蒲野沢層、鷹架

層及び市ノ渡層を不整合に覆うとしている。 

第四系中部更新統～上部更新統としては、古期低地堆積層、田代平
た し ろ た い

溶

結凝灰岩、段丘堆積層、十和田火山軽石流堆積物、火山灰層等があると

している。 

古期低地堆積層は、六ヶ所地域及び東岳・八幡岳地域の台地斜面に、

田代平溶結凝灰岩は、東岳・八幡岳地域の天間
て ん ま

ダム付近に分布するとし

ている。 

段丘堆積層は、東岳・八幡岳地域、吹越地域及び六ヶ所地域に広く分

布し、第四系中部更新統の高位段丘堆積層、第四系上部更新統の中位段

丘堆積層及び低位段丘堆積層からなり、それぞれ高位面、中位面及び低

位面を形成するとしている。中位面には、南関東の下末吉
しもすえよし

面（酸素同位

体ステージ５ｅ）に対比されるＭ１面、引
ひき

橋
はし

面（酸素同位体ステージ５ｅ

末ないし直後の海面安定期）に対比されるＭ２面及び小原台面（酸素同位

体ステージ５ｃ）に対比されるＭ３面が、低位面には、南関東の三崎
み さ き

面（酸

素同位体ステージ５ａ）に対比されるＬ１面等が分布するとしている。こ

れらの段丘面については、各段丘面内に含まれる火山灰層の層位関係か

ら年代対比している。 

敷地周辺の海域の地質については、太平洋調査海域では、上位からＡ

層、ＢＰ層、ＣＰ層及びＤ層の４層に区分し、Ｄ層については、さらに   

Ｄ１Ｐ層、Ｄ２層及びＤ３層の３層に細区分している。津軽海峡調査海域及

び陸奥湾調査海域では、上位からＡ層、Ｂ層、Ｃ層及びＤ層の４層に区

分し、Ｄ層については、さらにＤ１層、Ｄ２層及びＤ３層の３層に細区分し

ている。このうち、Ａ層は第四系上部更新統最上部～完新統、ＢＰ層は第

四系中部更新統上部～上部更新統、Ｂ層は第四系中部更新統～上部更新

統、ＣＰ層は第四系下部更新統最下部～中部更新統上部、Ｃ層は新第三系

鮮新統～第四系下部更新統、Ｄ１Ｐ層は新第三系中新統～第四系下部更新

統最下部、Ｄ１層は新第三系中新統～鮮新統、Ｄ２層は新第三系中新統、

Ｄ３層は先新第三系に対比している。 

③ 敷地周辺の活断層 

耐震設計上考慮すべき活断層については、それらが適切に選定されて

いること及びそれらの規模、活動性等の評価が妥当であることが要求さ

れる。 

a. 文献調査による敷地周辺の活断層 

敷地周辺の活断層のうち、陸域のものについては、①に記述された文

献に基づき検討が行われており、敷地への影響を検討する必要のある断
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層として、横浜断層、野辺地
の へ じ

断層、上原子
か み は ら こ

断層、七戸
しちのへ

西方
せいほう

の断層、後川
うしろがわ

－

土場川
ど ば が わ

沿いの断層、折
おり

爪
づめ

断層、津軽山地西縁断層帯、青森湾西断層等の

断層があげられている。 

また、海域についても同様に①に記述された文献に基づき検討が行わ

れており、敷地への影響を検討する必要のある断層として、敷地東方海

域の大陸棚外縁の断層、敷地北東海域の断層、敷地南東海域の断層等が

あげられている。 

さらに、敷地近傍の活断層については、①に記述された文献に基づき

検討が行われており、敷地への影響を検討する必要のある断層及びリニ

アメント・変動地形として、出戸
で と

西方
せいほう

断層及び二又付近のリニアメント

等のリニアメント・変動地形があげられている。 

b. 敷地周辺の主な活断層の性状 

申請者は、a.であげられている主な断層及びリニアメント・変動地形

について、文献調査のほか、陸域については変動地形学的調査として空

中写真判読等による地形調査、地表地質調査を行い、海域については海

上音波探査、海上音波探査記録の解析等を行い、断層等の性状を検討し

ている。特に、敷地近傍の断層及びリニアメント・変動地形については、

これらの調査に加えて、さらに詳細な地表地質調査等や、地球物理学的

調査として重力探査、反射法地震探査等を行い、断層等の性状を詳細に

検討している。 

(a) 横浜断層 

横浜断層については、リニアメント・変動地形が認められる鶏沢
にわとりざわ

川付

近において、反射法地震探査及びボーリング調査を行った結果、砂子又

層の撓曲
とうきょく

部に西上がりの逆断層が確認され、その変位が段丘礫層にも及

んでいることが認められることから、鶏沢川東方においてトレンチ調査

を実施したところ、洞爺火山灰（11.2 万年前～11.5 万年前）の層準に変

位及び変形が認められ、阿蘇 4火山灰（8.5 万年前～９万年前）の層準に

も高度差があり、その高度差が断層活動により形成された可能性を否定

できないとしている。 

リニアメント・変動地形の北方延長の北川代沢
きたかわだいさわ

においては、蒲
がま

野沢
の さ わ

層

及び泊層が同斜構造を示しており撓曲構造は認められず、リニアメン

ト・変動地形の南方延長の向
むかい

平
たいら

においては、反射法地震探査結果により、

砂子又層に断層及び撓曲構造は認められないとしている。 

以上を踏まえ、横浜断層については、最終間氷期に形成された中位段

丘堆積層に変位及び変形を与えていることが否定できないことから、耐

震設計上その活動性を考慮することとし、その長さを北川代沢から向平
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までの約 15km（15.4km）としている。 

(b) 野辺地町～奥入瀬川間の断層 

野辺地
の へ じ

断層－上原子
か み は ら こ

断層－七戸
しちのへ

西方
せいほう

断層のうち、野辺地断層、七戸西

方断層については、中新統から鮮新統にかけての地層に西上がりの構造

が認められるものの、最終間氷期の地層に変位及び変形は及んでいない

ことから、第四期後期更新世以降の活動はないとしている。 

上原子断層については、高位段丘堆積層に変位を与えており、断層と

第四系上部更新統との関係が確認できないことから、耐震設計上その活

動性を考慮することとし、その長さを枇杷
び わ

野
の

川右岸から上原子北西まで

の約５km としている。 

(c) 後川－土場川沿いの断層 

後川－土場川沿いの断層については、断層運動に起因するようなリニ

アメント・変動地形は判読されず、本川に流れ込む支流河川の屈曲状態

や川沿いの斜面の状態から、三角末端面、閉塞丘、截頭谷
さいとうこく

等の横ずれに

伴う断層変位地形は認められないとしている。 

さらに、後川及び土場川の両岸において高位段丘堆積層の基底面には

標高差が認められないとしている。 

また、後川付近の砂子又層の分布状況及び地質構造、岩相の特徴並び

に地質層序等から、文献が指摘する露頭で見られる断層は第四紀層を切

るものではないとしている。 

以上を踏まえ、本地域の断層は、少なくともその活動が第四紀後期更

新世に及んでいないとしている。 

(d) 折爪断層 

折
おり

爪
づめ

断層については、判読されるリニアメント・変動地形にほぼ対応

する位置において、断層又は撓曲が存在又は推定され、断層と第四系上

部更新統との関係が確認されないことから、耐震設計上その活動性を考

慮することとし、その長さを五戸川左岸から馬場付近までの約 50km とし

ている。 

(e) 敷地前面海域の大陸棚外縁の断層 

大陸棚外縁の断層については、海上音波探査記録から、ＣＰ層の下部に

変位を与える断層の存在が確認されたが、いずれの海域でもＢＰ層とＣＰ

層との境界は明瞭に連続しており、ＣＰ層上面に変位及び変形等は認めら

れず、またＢＰ層は連続する層理を示し断層を示唆する地層の明瞭な乱れ

は認められないとしている。さらに、白糠沖以北のＤ層が露出する部分

についても、層理が認められる部分には断層を示唆する地層の乱れは認

められないとしている。 
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以上を踏まえ、大陸棚外縁の断層については、ＢＰ層以上の地層に断層

を示唆する変位及び変形が認められず、大陸棚外縁の断層が第四紀後期

更新世以降に活動したことを示唆する痕跡は見られないことから、少な

くとも第四期後期更新世以降の活動はなく、耐震設計上考慮する活断層

ではないとしている。 

(f) Ｆ－ｃ断層（敷地北東海域の断層） 

Ｆ－ｃ断層については、文献に示された伏在断層付近のＤ層中に断層

を示唆する変位が認められ、この断層直上のＣＰ層及びＢＰ層中には断層

の変位と調和的に傾斜がやや大きい箇所が認められることから、小田野

沢沖のＤ層中の変位並びにＣＰ層及びＢＰ層中にやや大きな傾斜が認めら

れる最大約 15km の区間に、本断層の第四紀後期更新世以降の活動の可能

性を想定している。 

なお、電気事業者が 2008 年に実施したエアガン、ウォーターガンによ

る音波探査結果により、本断層の南東側において、連続性の認められな

い断層が確認されたが、本断層の活動に伴って形成された付随的な断層

と考えられるとしている。 

(g) Ｆ－ａ断層（敷地南東海域の断層） 

Ｆ－ａ断層については、文献に示された断層付近で、ＢＰ層中に不明瞭

ながら層理の乱れ及びＢＰ層の変位が最大約 20km の区間に認められるこ

とから、本断層の長さ約 20km の区間について、第四紀後期更新世以降の

活動の可能性を想定している。 

(h) Ｆ－ｂ断層（敷地南東海域の断層） 

Ｆ－ｂ断層については、文献に示された断層付近で、断層の存在及び

断層の最新活動時期が特定できない区間が最大約15kmにわたって認めら

れることから、文献に示された断層のうち長さ約 15km の区間について、

断層が存在し、かつ第四紀後期更新世以降の活動の可能性を想定してい

る。 

(i) Ｆ－ｄ断層（敷地南東海域の断層） 

Ｆ－ｄ断層については、文献に示された三沢市天ヶ森沖の伏在断層付

近で、Ｄ層中に反射面の不連続が認められ、断層が推定可能であり、そ

の直上のＣＰ層及びＢＰ層にも撓み状の変形が認められ、断層活動の影響

を受けた変形構造であることが否定できない区間が最大約 6km に認めら

れる。これらのことから長さ約６km の区間において、第四紀後期更新世

以降の活動の可能性を想定している。 

(j) その他の断層 

敷地周辺の陸域について、一部の文献には、前記の断層のほかいくつ
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かの活断層の疑いのあるリニアメントが図示されているが、地形調査及

び地表地質調査による検討の結果、いずれのリニアメント付近にも変動

地形が認められないこと、リニアメントが岩相境界にほぼ一致すること、

地質分布、地質構造等に変化が認められないこと等から、少なくとも第

四紀後期更新世以降に活動した断層ではないとしている。 

また、文献には図示されていないリニアメント・変動地形が判読され

るが、地表地質調査による検討の結果、いずれも変動地形が認められな

いこと、リニアメント・変動地形が岩相境界にほぼ一致すること、地質

分布、地質構造等に変化が認められないこと等から、少なくとも第四紀

後期更新世以降に活動した断層ではないとしている。 

さらに、敷地周辺の海域についても、一部の文献には、前記の断層の

ほかいくつかの断層あるいは活撓曲を図示しているが、いずれも第四紀

後期更新世以降の断層運動を示唆する変位及び変形は認められないこと

から、少なくとも第四紀後期更新世以降に活動した断層がないとしてい

る。 

上記のほか、敷地を中心とする半径約 30km 以遠の陸域で文献が指摘す

る津軽山地西縁断層帯、青森湾西断層についても、後述するように敷地

への影響に関する検討を行っている。 

c. 敷地近傍の活断層の性状 

(a) 出戸西方断層並びに尾駮
お ぶ ち

沼付近から市柳沼西方にかけての向斜構造に

ついて 

出戸西方断層周辺については、地質調査等の結果から、新第三系中新

統の泊層及び鷹架層、第四系上部更新統の中位段丘堆積層及び低位段丘

堆積層等が分布し、また、リニアメント・変動地形が認められる老部
お い べ

川

（南）左岸では、鷹架層とその上位を不整合に覆う中位段丘堆積層に変

位を与える西上がりの逆断層が認められ、火山灰層の上部に挟まれる十

和田レッド火山灰（約８万年前）及びその上位の十和田大不動火山灰（約

3.2 万年前）に変位を与えているとしている。 

リニアメント・変動地形の北方延長の棚沢
たなさわ

川右岸並びに左岸において

は、最終間氷期の地層に、断層運動に起因する変位及び変形は認められ

ず、リニアメント・変動地形の南方延長の老部川（南）右岸付近におい

ては、洞爺火山灰（11.2 万年前～11.5 万年前）、阿蘇４火山灰（8.5 万年

前～9万年前）及び十和田レッド火山灰がほぼ水平に分布し、断層による

変位及び変形は認められないとしている。 

以上を踏まえ、出戸西方断層については、最終間氷期に形成された中

位段丘堆積層に変位を与えていることから、耐震設計上その活動性を考
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慮することとし、その長さを棚沢川右岸から老部川（南）右岸付近まで

の約６km としている。 

尾駮沼付近から市柳沼西方にかけて認められる緩やかで非対称な向斜

構造については、この向斜構造を形成する構造運動の影響が砂子又層上

部層に及んでいないことから、少なくとも第四紀中期更新世以降に継続

しているものではないとしている。 

この向斜構造は、出戸西方断層と、方向、活動時期が異なることから、

一連の構造ではないとしている。 

d. 敷地の地質・地質構造 

敷地には、２条の断層（以下、東側の断層を「ｆ－１断層」、西側の断

層を「ｆ－２断層」という。）の存在が確認されている。これらの断層は

高角度の正断層であり、ｆ－１断層の走向はＮ40°～50°Ｅ、ｆ－２断

層の走向はＮ10°～40°Ｅとなっている。これらの断層についてはトレ

ンチでの観察結果等から、ｆ－１断層は砂子又層上部層に、ｆ－２断層

は砂子又層下部層にそれぞれ変位を与えていないと判断されることから、

敷地には少なくとも第四紀後期更新世以降に活動した断層は認められな

いとしている。 

また、敷地には本廃棄物管理施設に影響を与えるような山崩れ等のお

それがある急斜面、地すべり地形等の存在も認められず、本廃棄物管理

施設の設置位置付近の地盤は、地震時にも山崩れや地すべり等によって

施設の安全機能に重大な影響を与えるおそれはないと認められるとして

いる。 

④ 敷地周辺の活断層と小・微小地震又は過去の地震との関係 

敷地周辺の活断層と小・微小地震分布又は過去の地震との対応が認め

られる場合には、活断層の活動性や性質を検討することが要求される。 

敷地周辺では小・微小地震との関連において、現在の活動性が認めら

れる活断層はなく、また、過去の被害地震との関連については、それが

明確になっているものはないとしている。 

敷地周辺の主な活断層と小・微小地震の生起状況との関連を検討した

結果、③で検討した活断層について、現在における顕著な活動性を示し

ている状態が認められるものはないとしている。 

また、過去の被害地震との関連については、明確に過去の被害地震の

震源となったか、地震時に変位を示した根拠が認められるものもないこ

とから、敷地周辺には過去の被害地震との関連があると認められる活断

層はないとしている。 
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(3) 検討用地震 

検討用地震は、過去及び現在の地震発生状況等から考慮すべき地震及び活

断層による地震の中で、地震発生様式等ごとに敷地に顕著な影響を与えるお

それがあると考えられる地震を抽出し、さらに抽出した地震の中から敷地に

大きな影響を与えると予想される地震を、複数選定することが要求される。 

①内陸地殻内地震 

a.断層長さから想定される地震のマグニチュードと断層の中心を震央と

した震央距離及び敷地で想定される震度との関係から「横浜断層による

地震」を敷地に顕著な影響を与えるおそれがあると考えられる地震とし

て選定し、敷地での応答スペクトルを Noda et al.(2002)()の手法によ

り評価し、検討用地震として選定している。 

b.断層長さの短い活断層については、震源断層が地震発生層の上限から下

限まで拡がっていることを考慮した場合に、それぞれの地震の規模は同

程度になることから、敷地に最も近い位置にある「出戸西方断層による

地震」を敷地に顕著な影響を与えるおそれがあると考えられる地震とし

て選定し、敷地での応答スペクトルを Noda et al.(2002)の手法により

評価し、検討用地震として選定している。 

②プレート間地震 

青森県東方の沖合において、プレート間地震が繰り返し発生しており、

最も敷地に影響を及ぼした地震は、1968 年十勝沖地震であるとしている。 

地震調査研究推進本部は既往の研究成果を基に1968年十勝沖地震の震

源域に発生する地震を「三陸沖北部のプレート間大地震」（モーメントマ

グニチュード（Mw）8.3）として想定している。この「三陸沖北部のプレ

ート間大地震」に基づいて「想定三陸沖北部の地震」を検討用地震とし

て選定している。 

③海洋プレート内地震 

海洋プレート内地震については、観測地震数が少なく、地震発生領域

を特定することが難しいため、過去に発生した海洋プレート内地震と同

様の地震が敷地周辺でも発生することが仮定されている。 

その地震発生位置については、地震調査研究推進本部が「全国地震動

予測地図」を作成する際に考慮した領域等を参考に想定しているが、検

討用地震として選定している「出戸西方断層による地震」、「横浜断層に

                                                  
 「RESPONSE SPECTRA FOR DESIGN PURPOSE OF STIFF STRUCTURES ON ROCK SITES」 

Noda，S.，K.Yashiro，K.Takahashi，M.Takemura，S.Ohno，M.Tohdo and T.Watanabe，OECD-NEA Workshop 

on the Relations between Seismological Data and Seismic Engineering Analysis， Oct.16-18, 

Istanbul，2002 年 
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よる地震」及び「想定三陸沖北部の地震」と比較して、敷地に与える影

響が小さいと考えられることから、海洋プレート内地震を検討用地震と

して選定していない。 

④その他の地震 

(1)の文献調査結果において、その他の地震である日本海東縁部の地震

については、過去に敷地周辺において気象庁震度階級５弱程度以上の影

響を与えた地震はないとしている。このことから、その他の地震として

は、考慮すべき地震はないとしている。 

 

(4) 地震動評価 

上記で選定した検討用地震を用いて、応答スペクトルに基づく地震動評価

及び断層モデルを用いた手法による地震動評価の双方を実施することが要

求される。 

応答スペクトルに基づく地震動評価を実施するに当たっては、検討用地震

ごとに、適切な手法を用いた応答スペクトルの評価を行うことが要求される。 

断層モデルを用いた手法による地震動評価を実施するに当たっては、検討

用地震ごとに、適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定し、地震動評

価を行うことが要求される。また、この地震動評価に用いる波形合成の手法

としては、敷地において評価に用いることができる適切な地震が観測されて

いる場合には、経験的グリーン関数法を基本とし、適切な地震が観測されて

いない場合には、統計的グリーン関数法を用いることが要求される。なお、

地震の破壊過程が敷地に与える影響が無視できないような場合には、理論的

手法を組合せたハイブリッド合成法で確認することが要求される。 

加えて、これらの地震動評価は適切な手法を用いて不確かさを考慮した検

討を行うことが要求される。 

出戸西方断層による地震及び想定三陸沖北部の地震について、断層モデル

を用いた手法による地震動評価を実施するに当たっては、経験的グリーン関

数法により地震動評価を行っている。 

一方、横浜断層による地震について、断層モデルを用いた手法による地震

動評価を実施するに当たっては、統計的グリーン関数法により地震動評価を

行っている。 

出戸西方断層による地震については、震源断層が地表断層長さ以上に拡が

っている可能性を考慮し、震源断層が地震発生層の上限から下限まで拡がっ

ていることを想定して設定している。断層モデル及び断層パラメータについ

ては、出戸西方断層に関する地表地質調査、反射法地震探査結果及び地震調

査研究推進本部による断層パラメータの設定手法等を基に設定している。地
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震動評価については、断層の地下深部の拡がりに不確かさを考慮した検討に

加え、破壊開始点、短周期レベル及び傾斜角に不確かさがあるとした検討を

している。 

想定三陸沖北部の地震の断層モデル及び断層パラメータについては、地震

調査研究推進本部により公表されているデータを基に設定している。地震動

評価については、震源域及び破壊開始点に不確かさがあるとした検討をして

いる。 

横浜断層による地震については、地表断層長さを震源断層長さとし、震源

断層が地震発生層の上限から下限まで拡がっていることを考慮して断層モ

デルを設定している。断層モデル及び断層パラメータについては、横浜断層

に関する地表地質調査、反射法地震探査結果及び地震調査研究推進本部によ

る断層パラメータの設定手法等を基に設定している。地震動評価については、

破壊開始点、アスペリティ、短周期レベル及び傾斜角に不確かさがあるとし

た検討をしている。 

 

(5) 基準地震動 

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の基準地震動ＳＳについて

は、応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による

地震動評価から各々策定することが要求される。 

応答スペクトルによる場合、各々の検討用地震の応答スペクトルから適切

に設計用応答スペクトルを設定し、地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時

的変化等の地震動特性を適切な方法で評価し策定することが要求される。 

断層モデルによる場合は、適切な方法で地震動評価を行い策定することが

要求される。 

① 応答スペクトルに基づく地震動評価による基準地震動ＳＳ 

解放基盤表面上での設計用応答スペクトルは、各検討用地震及びこれに不

確かさを加えた地震の応答スペクトルに基づく地震動評価結果を包絡して

いる。水平方向の設計用応答スペクトルに基づく地震動の継続時間及び振幅

包絡線の経時的変化は、JEAG4601-2008()に従って定められている。鉛直方

向の設計用応答スペクトルに基づく地震動の振幅包絡線の経時的変化につ

いては、水平方向と同じ手法により定めている。 

② 断層モデルを用いた手法による地震動評価による基準地震動ＳＳ 

断層モデルを用いた手法によって評価された地震動については、(4)で述

べたとおり、断層モデルを用いて適切な手法で評価したものであり、加えて

不確かさの検討をしている。これらの地震動の応答スペクトルについては、

                                                  
 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-2008） （社）日本電気協会 2008 年 
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①の設計用応答スペクトルを全周期帯域で下回っている。このことから、断

層モデルを用いた手法による地震動評価による基準地震動ＳＳは、応答スペ

クトルに基づく地震動評価による基準地震動ＳＳで代表させるとしている。 

 

1.2 震源を特定せず策定する地震動 

「震源を特定せず策定する地震動」の基準地震動ＳＳについては、震源と活

断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震

源近傍における観測記録を収集し、これらを基に敷地の地盤物性を加味した応

答スペクトルを設定し、これに地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等

の地震動特性を適切に考慮して策定することが要求される。 

(1) 応答スペクトル 

「震源を特定せず策定する地震動」は、JEAG4601-2008 の応答スペクトルに

基づき、敷地の地盤物性を加味して策定されている。また、「震源を特定せず

策定する地震動」の地震動レベルの検証に当たっては、敷地近傍の耐震設計上

考慮する活断層に基づき、地域の特徴を踏まえた合理的な震源断層モデルによ

る地震動評価結果と、「震源を特定せず策定する地震動」を比較している。そ

の結果、「震源を特定せず策定する地震動」の地震動レベルが、地域の特徴を

踏まえた合理的な震源断層モデルによる地震動評価結果を全ての周期帯で上

回っていることを確認している。 

 

(2) 地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性 

「震源を特定せず策定する地震動」の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化

等の地震動特性については、JEAG4601-2008 に従って設定している。 

 

なお、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策

定する地震動」として各々策定された基準地震動ＳＳについては、これらの設計

用応答スペクトル等の年超過確率を参照している。 

 

以上のことから、基準地震動ＳＳは、新耐震指針に基づき、「敷地ごとに震源

を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」の各々に

ついて、適切な手法を用いて水平方向及び鉛直方向の基準地震動ＳＳをそれぞれ

策定している。 

この基準地震動ＳＳ策定方法及び結果は、「「日本原燃株式会社再処理施設及び

特定廃棄物管理施設の「耐震設計審査指針」等に照らした耐震安全性評価の確

認結果について」に対する見解」（平成２２年１２月原子力安全委員会決定）、

及び、「日本原燃株式会社再処理事業所における核燃料物質の加工の事業の許可
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申請に係る安全性について」（平成２１年１２月経済産業省）と同様の内容であ

り、新耐震指針に基づき適切に策定していることから、妥当なものと判断する。 

 

２．地震に対する考慮 

廃棄物管理施設のうち、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象とな

る施設の審査に当たっては、新耐震指針及び再処理施設安全審査指針上要求さ

れている耐震設計の方針、耐震設計上の重要度分類、地震力の算定、荷重の組

合せと許容限界、及び地震随伴事象に対する考慮の妥当性について検討を行っ

た。 

 

2.1 耐震設計の方針 

廃棄物管理施設のうち、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象とな

る施設については、地震時に要求される機能の重要度に応じてＳ、Ｂ及びＣの

三クラスに分類するとしている。Ｓクラスの施設は、静的解析及び弾性設計用

地震動  Ｓｄに基づく動的解析から求まる地震力に耐えることを確認すると

している。また、基準地震動ＳＳによる地震力に対して施設の安全機能が保持

できるようにするとしている。Ｂ及びＣクラスの施設は、静的解析から求まる

地震力に耐えるように設計するが、共振するおそれのあるＢクラスの施設につ

いてはその影響評価を行うとしている。また、上位の分類に属するものは、下

位の分類に属するものの破損によって波及的影響が生じないようにするとし

ている。 

 

2.2 耐震設計上の重要度分類 

本変更による廃棄物管理施設の耐震設計では、施設が地震により機能を失う

ことによって発生する可能性のある環境への放射線による影響の観点から、耐

震設計上の重要度分類がなされることが要求されている。 

廃棄物管理施設のうち、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象とな

る施設については、施設のもつ安全機能から見た耐震重要度分類の方針及び各

施設の重要度分類について以下のとおり申請がなされている。 

 

① 耐震重要度分類の方針 

Ｓクラスについては、自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵してい

る施設に直接関係しており、その機能喪失により放射性物質を外部に放散

する可能性のあるもの、及びこれらの事態を防止するために必要なもの、

並びにこのような事故発生の際に、外部に放散される放射性物質による影

響を低減させるために必要なものであって、環境への影響の大きいものと
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している。 

Ｂクラスについては、上記において、環境への影響が比較的小さいもの、

また、Ｃクラスは、Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産業施設と同

等の安全性を保持すればよいものとしている。 

 

② 各施設の重要度分類 

a. Ｓクラスの施設 

ガラス固化体等を収納する収納管及び通風管は、その破損による一般

公衆への放射線の影響が大きいものとして、Ｓクラスとするとしている。

なお、Ｓクラスの建物・構築物はないとしている。 

b. Ｂクラスの施設 

ガラス固化体仮置き架台については、その破損による一般公衆への放

射線の影響が比較的小さいとして、Ｂクラスとするとしている。 

c. Ｃクラスの施設 

ガラス固化体検査装置のうち、耐震性に影響を与える改造がある設備

であり固型物収納体の荷重が直接加わる設備及び荷重条件が変更とな

る設備、並びに、放射線監視設備の屋外モニタリング設備のうち排気モ

ニタリング設備については、Ｃクラスとするとしている。 

 

2.3 地震力の算定 

地震力の算定は、施設の重要度に応じた適切な方法によってなされることが

要求される。 

廃棄物管理施設のうち、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象とな

る施設については、地震力の算定に用いる地震層せん断力係数に重要度分類に

応じた係数を乗じた値、震度又は地震動の適用方法及び地震力の算定方法につ

いて、以下のとおり申請がなされている。 

 

① 動的地震力 

動的解析は、建物・構築物については、集中質点系の解析モデルに置換

して、剛性及び減衰を適切に評価した上で、地盤との相互作用を考慮した

時刻歴応答解析等によって行うとしている。また、設備・機器については、

１質点系又は多質点系に置換して、設計用床応答曲線を用いた応答スペク

トル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析等によって行うとしている。 

Ｓクラスの施設については、水平地震力及び鉛直地震力は、基準地震動

ＳＳ及び弾性設計用地震動Ｓｄより算定するとしている。また、共振するお

それのあるＢクラスの施設については弾性設計用地震動Ｓｄに１／２を乗
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じたものを用いて動的地震力を算定するとしている。 

弾性設計用地震動Ｓｄは、「Ⅳ－２．１.地盤・地震動」で定めた基準地

震動ＳＳに、水平方向及び鉛直方向とも、廃棄物管理施設の安全機能限界

と弾性限界に対する入力荷重の比率を考慮して、工学的判断から0.5以上

の係数を乗じて設定するとしている。 

Ｓクラスの施設の動的解析は弾性設計用地震動Ｓｄ時では施設が弾性的

挙動をするものとして行うが、基準地震動ＳＳ時では、必要に応じて弾塑

性的挙動を考慮して行うとしている。 

動的解析は、解放基盤表面で定義された基準地震動ＳＳ、及び弾性設計

用地震動Ｓｄを用い、設置される建物・構築物及び地盤の影響を適切に考

慮して行うとしている。 

解放基盤表面については、地質構造の調査結果から、ほぼ水平で相当の

拡がりを有し、硬質地盤であって著しい風化を受けていない鷹架層におい

て、敷地のボーリング孔で実施したＰＳ検層結果によるＳ波速度が

0.7km/s以上となる標高約-70mの位置に設定するとしている。 

 

② 静的地震力 

静的解析に基づく水平地震力は、標準せん断力係数を0.2とし、建物・

構築物の振動特性等を考慮して求められる値Ｃi（地震層せん断力係数）に

重要度に応じた係数を乗じた値から求めるとしている。 

また、鉛直地震力は、震度0.3を基準とし、建物・構築物の振動特性等

を考慮し、高さ方向に一定の震度（鉛直震度）が作用するものとして求め

るとしている。 

解析に際しては、Ｓクラスの建物・構築物では、3.0Ｃi及び鉛直震度か

ら求められる地震力を静的地震力とし、設備・機器では、建物・構築物に

対する3.0Ｃiから求められる水平震度及び鉛直震度のそれぞれの1.2倍か

ら求められる地震力を静的地震力とするとしている。 

Ｂ及びＣクラスの建物・構築物では、それぞれ1.5Ｃi及び1.0Ｃiから求

まる地震力を静的地震力とし、設備・機器では、各クラスの建物・構築物

に対する1.5Ｃi及び1.0Ｃiから求まる水平震度の1.2倍から求まる地震力

を静的地震力としている。 

なお、建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して重要度

に応じた適切な安全余裕を有することを確認し、十分な耐力を有すること

を確認するとしている。 
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2.4 荷重の組合せと許容限界 

廃棄物管理施設のうち、平成１８年９月１９日以降に変更の許可の対象とな

る施設の耐震設計においては、常時作用している荷重、通常運転時の状態で施

設に作用する荷重と想定される地震力とを組合せなければならない。また、許

容限界については、基本的には弾性とみなされる範囲の状態を維持できること

とし、さらにＳクラスについては、弾性範囲を超えることがあっても、その施

設の機能に影響を及ぼすことがないようにすることが必要とされる。 

Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及

び通常運転時の状態で施設に作用する荷重と静的地震力を組合せ、その結果発

生する応力に対し、安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界として用い、十分な強度を有していることを確認するとともに、この

際に生じる変形が過大とならない十分な剛性を有することを確認するとして

いる。 

さらに、Ｓクラスの設備・機器を設置する建物・構築物については、常時作

用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動ＳＳによる地震力と

の組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐

力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当

な安全余裕をもたせるとしている。 

Ｓクラスの設備・機器については、通常運転時の状態で設備・機器に作用す

る荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組合せ、その

結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を

許容限界とするとしている。また、通常運転時の状態で施設に作用する荷重と

基準地震動ＳＳによる地震力とを組合せ、その結果発生する応力等に対し、構

造物の相当部分が降伏して塑性変形する場合でも、過大な変形、亀裂、破損等

が生じ、その設備・機器の閉じ込めの機能に影響を及ぼすことがないとしてい

る。 

Ｂクラス及びＣクラスの設備・機器については、通常運転時の状態で設備・

機器等に作用する荷重及び地震力とを組合せ、その結果発生する応力に対して、

降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界としている。 

 

2.5 地震随伴事象に対する考慮 

施設は、地震随伴事象について、以下に示す事項を十分考慮した上で設計す

ることが要求される。 

① 施設の周辺斜面で地震時に想定しうる崩壊等によっても、施設の安全機

能が重大な影響を受けるおそれがないこと。 

② 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定
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することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受ける

おそれのないこと。 

 

本廃棄物管理施設は標高約60m前後の弥栄
いやさか

平
たい

と呼ばれる台地に海岸から約５

km離れて設置されること、及び施設周囲は標高約55mに造成され、平坦である

ことから、地震時の周辺斜面の崩壊等や津波の影響を考慮する必要はないとし

ている。 

 

以上のことから、本廃棄物管理施設の地震に対する考慮は、妥当なものと判

断する。 
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Ⅴ． 審査の経緯 

本審査書は、日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業の変

更許可申請に関し、同社が提出した「再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申

請書及び同添付書類」（平成２２年１０月２０日付け申請、平成２３年１月  

２０日付け一部補正、平成２４年１月６日付け一部補正）に基づき審査を行っ

た結果をとりまとめたものである。 

審査の過程において、現地調査を実施したほか、別紙による各分野の専門家

から意見を聴取した。 
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